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第１章 計画の基本事項 
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1. 計画の目的 

武蔵野市環境基本条例第５条の規定に基づき、本市の環境施策を体系化し、総合

的・計画的・効果的に推進するために、本計画を策定します。なお、本計画は平成

27 年度に策定した第四期環境基本計画の計画期間が令和２年度末までであったこ

とと、本市の状況や社会環境が大きく変化したことを踏まえ、同計画を改定したも

のです。 

2. 計画の位置づけ 

本計画は、市の行う環境施策について大きな方向性を示す計画として、第３章で

設定する基本理念を軸に、環境の内容を含む他の計画の内容を横断的に取り扱いま

す。 
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・武蔵野市地域公共交通網形成計画 

・武蔵野市自転車等総合計画 

・子どもプランむさしの 

・武蔵野市農業基本計画 

・武蔵野市学校基本計画 
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3. 計画の対象 

(1) 主体 

本計画は原則として行政の行う環境施策を対象とします。ただし、環境に関す

る取り組みの担い手である市民や市民団体、事業者等の行動・活動にも触れ、ま

たこれらの方々と行政の連携についても記載します。 

(2) 分野 

本計画は環境の意味を広く捉えますが、原則として、①地球温暖化・エネルギ

ー、②廃棄物、③自然環境、④都市環境、⑤公害・災害の大きく５つの分野を取

り扱うこととします。さらに、これらの分野の全てに共通する前提として、環境

啓発についてもひとつの項目として取り扱います。 

(3) 地域 

本計画は市内全域を対象とします。ただし、環境問題の多くが行政境と関係な

く広域にまたがっていることから考えて、本市が多摩地域内で担う役割や、他自

治体との連携についても記載することとします。 

4. 計画の期間 

本計画の期間は令和３年度から令和 12年度までの 10年間とします。 

ただし、毎年度行う計画の評価結果や、社会情勢の変化等により、必要に応じ

て計画期間内においても計画の見直しを行います。 
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第

１

章

計画の基

本事項

第

２

章

市の現状

視点①

市の現状

視点②

市の現状

視点③

市の現状

視点④

市の特

色・課題

第

３

章

基本理念

施策体系

全ての環

境方針に

共通する

前提

方針①

地球温暖

化・エネ

ルギー

方針②

廃棄物

方針③

自然環境

方針④

都市環境

方針⑤

公害・災

害



4 

 

5. 計画の進行管理 

本計画は施策の大きな方向性を示すものであることから、具体的な施策のレベル

での進行管理は各個別計画に委ねることとし、本計画においては第３章で示す環境

方針ごとに総合的な視点で評価を行い、これをもって進行管理とします。評価は年

次報告書「武蔵野市の環境保全」に記載し、環境市民会議の審議を受けるとともに、

市民にも公表します。また、評価を受けて、社会情勢の変化等も考慮しながら、必

要に応じて本計画を改定します。 

◆環境基本計画と環境マネジメントシステム*の関係性について 

   各個別計画における具体的な施策の進行管理には、環境に関する事務事業を管

理する仕組みである武蔵野市環境マネジメントシステム（EMS）を活用すること

とします。EMS を通じて管理された施策群の評価が上述の環境方針ごとの評価

になるため、環境基本計画を推進するツールでもあると言えます。 

 
 

 

*環境マネジメントシステムとは 

本市では平成 12 年よりＩＳＯ14001に基づく環境マネジメントシステムを運用し、

事業所として事務事業に伴い発生する環境負荷の低減を図ってきました。これにより

環境保全の価値観や、マネジメントのノウハウが組織に定着しました。そして、平成

29年４月にさらなる有効性を求めつつ合理化と簡素化を図るため、ＩＳＯ14001 の認

証を返上し、独自の武蔵野市環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）に移行しました。

新しいＥＭＳはそれまでのＥＭＳよりも環境基本計画の推進ツールとしての位置付け

を明確にしており、事業所としての環境負荷の軽減だけでなく、具体的な環境施策の

進捗管理に活用されています。 
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第２章 武蔵野市の環境の現状と特色・課題 
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1. 武蔵野市の環境の現状～現状を明らかにする４つの視点～ 

ここでは、「市の概況」「前計画の進捗」「市民・事業者向けアンケートの結果」

「市を取り巻く社会環境の変化」の４つの視点から、本市の環境の現状を明らかに

していきます。 

 

(1) 【視点１】市の概況 

地勢・気候・人口等の本市の基本的情報をもとに、環境の現状を明らかにしま

す。 

① 地勢・気候 

武蔵野台地に立地し、表層はローム質（火山灰質）で、下層の礫層には地下

水が豊富にあります。標高は 50～65ｍの概ね平坦な地形です。 

夏季多雨多湿、冬季少雨乾燥の太平洋側気候で、関東平野南部の一般的な気

候と言えます。ただし、主にヒートアイランド現象と地球温暖化の影響で、東

京都全体で明治 38（1905）年から平成 20年（2008）年までの間に、平均気温

は 3.1℃上昇しています（東京都環境局「暑くなる東京」）。 

また、近年の異常気象により、局所的豪雨が発生することがあり、近年では

平成 29（2017）年８月に最大 60 分雨量 66.5mmを記録しました。 

◆武蔵野市域 出典：武蔵野市地域生活環境指標 
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② 人口 

平成 30（2018）年に本市で実施した人口推計では、平成 30（2018）年に

141,860 人だった人口は、令和 30（2048）年に 157,341 人になるという人口

増加が予想されています。年少人口は緩やかな減少傾向であり、将来的な生産

年齢人口（15～64歳）の減少、一層の高齢化が見込まれます。 

また、人口密度が高いことも本市の特徴で、全国 792市の中で第２位、東京

都の市では第１位となっています。 

◆人口推移の予想 出典：武蔵野市の将来人口推移（1980～2048年） 

  

人口ピラミッド 人口マップ>人口構成　→　☝「人口ピラミッド」

男性 女性2015 2045

【出典】 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」

【注記】 2020年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータ（平成30年3月公表）に基

づく推計値。
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・男女別・5歳階級別にピラミッドで表示しています。
・将来の高齢者層の大きさ、生産年齢人口の減少等も視覚的に把握す

ることができます。
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◆人口密度の高い市町村（東京 23区を除く） 平成 27年国勢調査より 

順位 自治体名 人口密度（人／㎢） 

１ 埼玉県蕨市 14,681.21 

２ 東京都武蔵野市 13,508.74 

３ 東京都狛江市 13,112.36 

４ 東京都西東京市 13,066.73 

５ 大阪府大阪市 12,162.46 

６ 東京都三鷹市 11,722.84 

７ 大阪府守口市 11,192.92 

８ 東京都国分寺市 11,150.96 

９ 東京都小金井市 11,134.07 

10 東京都調布市 11,105.19 

 

③ 土地利用 

市全域が既成市街地化しており、土地利用を地目別に見ると宅地が 73.6％、

道路が 14.9％を占めています。また緑被地として、公園地が 4.9％、畑等が 2.9％

を占めています。（平成 31 年１月１日現在）。新たな土地開発の余地はほとん

ど残っておらず、近年、地目別面積に大きな変動は見られません。 

都市計画用途地域の指定は、住居系 84.1％、商業系 12.6％、工業系 3.3％で、

住宅都市としての土地利用構成が明確になっています。 

◆地域別面積割合 平成 31年１月１日武蔵野市市勢統計から作成 

土地利用現況            都市計画用途地域別面積  

（平成 31年１月１日現在）        （平成 31年４月１日現在） 
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④ 産業 

本市の産業は第３次産業が主で、事業所の業種では「宿泊業、飲食サービス

業」「不動産、物品賃貸業」「卸売業、小売業」が約６割を占めています。 

従業者数は、９割以上が 20 人未満であり、市内産業の中心は中小企業・小

規模事業者であると言えます。 

 

 

  

34% 22% 17% 27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

売上高でみた産業構成比（％）

宿泊業・飲食サービス業 不動産業・物品賃貸業 製造業 その他

0～19人

93.7%

(4423社）

20～299人

5.8%

（272社）
300人以上

0.6%

（27社）

従業員数規模別企業数（2016年）

出典 平成28年経済センサス活動調査
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(2) 【視点２】前計画の進捗 

第四期環境基本計画は、目指すべきまちの姿（環境像）として「～私たちがつ

くる スマートシティむさしの～ 主体的な行動が創り出す 人と自然が調和

した新たな環境都市」を掲げ、６つの環境方針をもって「スマートシティ」の実

現への道筋を示していました。この進捗状況をもって、現状を明らかにします。 

 

  

環境像 環境方針 施策の展開 

主
体
的
な
行
動
が
創
り
出
す 
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と
自
然
が
調
和
し
た
新
た
な
環
境
都
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～  

私
た
ち
が
つ
く
る  
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
む
さ
し
の 

 

～ 

 環境方針１ 

 

市民・事業者・行政（市）の自発

的な行動を促す取組を進めます 

～環境配慮行動のしくみづくり

～ 

(1) 環境に関する啓発と情報

発信の推進、体系化 

(2) 環境学習・体験等の取組の

充実 

(3) 環境に関する市民活動へ

の支援 

(4) 環境啓発施設の開設 

環境方針２ 

 

低炭素社会に向けた施策を推進

します 

～エネルギーの地産地消～ 

(1) 新しいエネルギーへの対

応 

(2) 家庭での省エネ・創エネと

エネルギーのスマート化 

(3) 民間事業者等との連携に

よるまちぐるみでの対応 

(4) 公共施設における効率的

なエネルギー活用 

環境方針３ 

 

ごみの発生抑制と資源の循環利

用を進めます 

～循環型社会の構築～ 

(1) 市民・事業者・行政（市）

の連携の再構築  

(2) ごみの発生抑制 

(3) ごみ・資源の循環利用の推

進 

(4) ごみ処理のコストと環境

負荷削減 

(5) 新しいごみ処理施設の稼

働 

環境方針４ 

 

生物多様性に配慮した緑と水の

保全・創出とその活用を進めます 

～自然が感じられる環境の確保

～ 

(1) 市民・事業者との連携によ

る緑化の推進 

(2) 潤いのある緑環境の形成 

(3) 自然に配慮した水辺環境

の整備 

(4) 武蔵野市らしい生物多様

性の確保 

(5) 周辺地域との広域的な連

携 

(6) 都市農業への支援 

環境方針５ 

 

環境に配慮した都市基盤整備を

進めます 

～環境と共生したまちづくり～ 

(1) 環境に配慮したまちづく

り 

(2) まちの景観保全 

(3) 美しく清潔なまち 

(4) 歩行者と自転車が動きや

すく環境負荷の少ない道

路空間 

(5) 公共交通の活用と渋滞緩

和 

環境方針６ 

安全・安心で快適に暮らせるまち

をめざします 

～公害対策と生活環境保全～ 

(1) 都市型公害への対応 

(2) 生活公害への対応 

(3) 新たな環境問題への対応 

(4) 水の安定供給 

(5) 水循環システムの確立 

 

個
別
計
画
に
基
づ
く
各
種
事
業
の
推
進 
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① 環境方針１「市民・事業者・行政（市）の自発的な行動を促す取組を進め

ます ～環境配慮行動のしくみづくり～」の進捗 

市民や市民団体・事業者・行政（市）が行う環境に関する啓発等の取組を、

各主体の連携のもとで総合的に実施しようとする方針です。 

◆進捗状況 

⚫ 令和２（2020）年 11 月には、旧クリーンセンターの事務所棟及びプラ

ットフォームを再利用した全市民的な環境啓発施設「むさしのエコ reゾ

ート」が開館しました。同施設は、あらゆる領域の環境分野を取り扱う

環境啓発の拠点としての役割が期待されています。 

⚫ むさしの環境フェスタや、水の学校、環境の学校といった環境啓発事業

を市民団体や事業者と連携しながら実施してきました。その際、環境の

表面的な情報にとどまることなく、原因や根源まで深く掘り下げたよう

な質の高い情報の提供を心がけました。 

⚫ パリ協定の採択を受けて、平成 28（2016）年から国は「クールチョイス」

（地球温暖化対策に資するあらゆる『賢い選択』を促す国民運動）を推

進してきました。本市もこれに加盟し、市民等に対して積極的に啓発を

行いました。 

⚫ 平成 29（2017）年４月より、市の環境配慮行動を管理する仕組みとして、

従来のＩＳＯ14001に基づく環境マネジメントシステムを見直し、「武蔵

野市環境マネジメントシステム」（ＥＭＳ）に発展させました。制度の透

明性を確保し、また市民や事業者の環境マネジメントにつなげるために、

仕組みや結果は市ホームページで公開しています。 

◆本市の市民団体の活動が、他市に比べて盛んであることがわかる。 
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② 環境方針２「低炭素社会に向けた施策を推進します ～エネルギーの地産

地消～」の進捗 

地球温暖化対策として、省エネ・創エネ、新エネルギーの活用といった各種

エネルギー施策を進め、エネルギーの地産地消都市の形成を目指す方針です。 

◆進捗状況 

⚫ 公共施設の効率的なエネルギー活用としては、従来から行っている太陽

光パネルの設置・運用のほかに、「武蔵野市エネルギー地産地消プロジェ

クト」が令和２（2020）年度に完結しました。これは、平成 29（2017）

年に本格稼働した「武蔵野クリーンセンター」のごみ発電を中核とし、

周辺の公共施設と市立 18小・中学校を連携させ、地域全体でエネルギー

を融通するシステムで、公共施設におけるエネルギー地産地消のモデル

ケースとして期待されています。 

⚫ 新しいエネルギーを活用する事業として、家庭用使用済食用油によるバ

イオディーゼル燃料化、地中熱・温度差エネルギーの活用、水素自動車

の公用車としての導入等を推進してきました。 

⚫ 本市のエネルギー消費は約４割が家庭におけるものです。家庭における

エネルギー利用の効率化を推進するために、「効率的なエネルギー活用推

進助成制度」を運用してきました。平成 30（2018）年には、従来からの

太陽光発電システムや燃料電池コージェネレーションシステム等に加え

て、蓄電池システムや既設窓の断熱改修も助成の対象としました。 

⚫ 事業者とのエネルギー施策の連携については、平成 29（2017）年に施行

した「建築物の環境配慮指針」に基づき、建築物の省エネルギー化に関

する指導を行っています。しかし、従来からの制度であるグリーンパー

トナー事業や省エネルギー設備等導入資金の融資あっせんといった事業

は、件数の減少や伸び悩みが見られ、事業者に十分に活用されていると

は言い難い状況です。 

⚫ 本市の排出する二酸化炭素排出量は、電力の二酸化炭素排出係数の変化

に伴い大きく増減しながら推移してきましたが、近年は減少傾向にあり

ます。 

◆みどり東京・温暖化防止プロジェクト資料（平成 28年度）から作成 
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③ 環境方針３「ごみの発生抑制と資源の循環利用を進めます ～循環型社会

の構築～」の進捗 

市民生活や事業活動等において、ごみの発生抑制（リデュース）、再利用（リ 

ユース）、適正な資源化処理（リサイクル）を行い、持続可能な循環型社会の

形成を目指す方針です。 

◆進捗状況 

⚫ 平成 29（2017）年に「武蔵野クリーンセンター」が本格稼働しました。

最新鋭のプラント設備を導入し、環境保全に配慮した施設として運営し

ています。ごみの焼却熱により蒸気と電気を生み出すことができ、周辺

公共施設にエネルギーを供給していることから、ごみの分野だけでなく

エネルギーの分野にとっても重要な施設です。また、年間約２万人が訪

れる見学者コースでは、ごみ処理の流れがわかりやすく解説されており、

ごみに関する啓発施設としての側面もあります。 

⚫ 一人当たり家庭系ごみの排出量は、本市の削減目標 600グラムは超過し

ているものの、丁寧な啓発により着実に減少しています。ごみの再利用

と再資源化については、剪定枝葉の堆肥化や小型廃家電製品のマテリア

ル回収等によって着実に推進されています。 

◆家庭系ごみ排出量の推移（武蔵野市勢統計から作成） 

 
⚫ ごみ処理のコストと環境負荷を低減させるために、令和元（2019）年か

らごみ収集頻度を見直しました。また、平成 29（2017）年に本格稼働し

た武蔵野クリーンセンターは、設計段階から施設完成後の管理・運営ま

で一体的な事業として捉えるＤＢＯ方式を採用したため、運営コストの

低減が図られました。 
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④ 環境方針４「生物多様性に配慮した緑と水の保全・創出とその活用を進め

ます ～自然が感じられる環境の確保～」 

生物多様性を念頭に置いた緑と水の有機的なネットワーク形成を図り、人と

自然が共生した環境都市の形成を目指す方針です。 

◆進捗状況 

⚫ 平成 29（2017）年４月に武蔵野市生物多様性基本方針を策定しました。

これに基づき、本市らしい生物多様性のあり方を検討するために、平成

30（2018）年度と令和元（2019）年度に市内の生物生息状況調査を行い

ました。環境省や都のレッドリストに掲載されている希少種も多数確認

された一方、ミシシッピアカミミガメやハクビシンといった侵略的な外

来種や害獣・害虫が確認されました。 

⚫ 緑と水の保全・創出のために、新しい緑の創出として公園や緑地の整備、

仙川リメイクをはじめとする仙川、や、千川上水の水辺空間の整備を進

めてきました。民有地においては、引き続き接道部緑化助成や保存樹林

等の指定事業を進め、市民や事業者との連携を深めてきました。また、

平成 27（2015）年には「緑の保全サポート制度」を創設し、ボランティ

アの方々にも民有地の緑の保全のためにご協力いただいてきました。 

⚫ 生産緑地や農地の減少幅をできる限りおさえるべく、登録農地制度や補

助金制度を運用してきました。加えて、令和２年には、東京都の補助金

の対象外となる小規模農家等に対する補助事業を開始しました。 

⚫ 緑被率については、近年は横ばいの状況が続いています。また、緑の面

積の割合は、公有地（公園等）４割に対し、民有地（住宅の庭木等）６

割となっています。しかし、開発行為や維持管理の負担により民有地の

緑は減少傾向にあり、これに伴い公有地の割合が大きくなっています。 

◆緑被率の推移と緑の公有地・民有地内訳（武蔵野市自然環境等実態調査報告書

（平成 28年度）から作成） 
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⑤ 環境方針５「環境に配慮した都市基盤整備を進めます ～環境と共生した

まちづくり～」 

まちづくり関連施策と連携しながら、ハード・ソフトの両面から環境に配慮

したまちづくりを進めていこうとする方針です。 

◆進捗状況 

⚫ 都市マスタープランや関連計画には環境に配慮したまちづくりについて

記載されており、これがまちづくりにおける基本理念の一つになって各

種施策に通じています。また、平成 29（2017）年に、本市の公共施設等

を総合的にマネジメントするために公共施設等総合管理計画が策定され、

環境の配慮の観点からも公共施設の再整備を行う旨が記載されました。 

⚫ 建築物の環境負荷を低減するために、平成 29 年７月より建築物環境配

慮指針を運用し、建築主に環境配慮の指導を行ってきました。 

⚫ 景観、美化については、引き続き電線類の地中化や屋外広告物対策、空

き地・空き家対策、ポイ捨て対策等を推進してきました。とりわけ、平

成 29（2017）年に施行した武蔵野市空家等の適正管理に関する条例によ

り、景観保全だけでなく、安全の確保の観点からも、空き家対策が大き

く前進しました。また、電線類の地中化については、平成 28年（2016）

に景観整備路線事業計画（第２次）を策定し、事業化路線について設計

や工事等に着手し推進してきました。 

⚫ 交通については、自転車駐輪場の整備等、二酸化炭素を排出しない乗り

物である自転車に関する施策を推進してきました。また、二酸化炭素や

排気ガスの排出の増加につながる自動車の渋滞を緩和するため、ムーバ

スの運行やパーク・アンド・バスライドシステムの運用、幹線道路等の

整備、吉祥寺駅周辺の荷捌き駐車対策等を推進してきました。 

◆車両交通量の推移（7～19時） 出典：統計でみる武蔵野市 
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⑥ 環境方針６「安全・安心で快適に暮らせるまちをめざします ～公害対策

と生活環境保全～」 

公害や環境に起因する災害を防ぎ、市民が安全・安心で快適に暮らせるまち

を目指す方針です。 

◆進捗状況 

⚫ 建築解体工事関連騒音・振動や光化学スモッグ等、典型７公害の発生を

防止するために、引き続き有害化学物質汚染状況の定期的調査・観測や、

法令等に基づく事業所への規制・指導等を行ってきました。 

⚫ 住宅や店舗等からの発生音、樹木や雑草の繁茂、犬猫に関するトラブル

等、近年増加している生活公害について、適切に対処してきました。 

◆公害苦情の受付件数（放射線関連を除く） 

 
⚫ 浸水被害の軽減や公共用水域の水質保全として、住宅や公共施設におけ

る雨水浸透施設等の設置を推進してきました。また、水の学校や各種イ

ベントを通じて、水循環に関する啓発を進めてきました。 

⚫ 新しい環境問題として、東日本大震災に伴う原子力発電所事故による放

射線問題への対応、ＰＭ2.5に代表される大気汚染等への対応、病原菌を

媒介する病害虫への対応等を行ってきました。 
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(3) 【視点３】市民・事業者向けアンケートの結果 

令和元年度に実施した市民・事業者向けアンケートの結果から、現状を明らか

にします。 

① 地球温暖化への危機意識はますます高まっている 

「優先的に対策していくべきとあなたが思うものは何か」という質問におい

て、最も多かった回答は「地球温暖化（ヒートアイランド含む）」で、67.0％で

した。次点の「ごみの減量・リサイクル」の 50.2％を大きく引き離しています。

また、平成 26（2014）年度の市民向けアンケートでは同様の回答が 46.3％だ

ったことから、５年の間に人々の関心が高まったことも窺えます。 

    なお、この質問において回答が少なかったのは、順に「悪臭」（7.6）％、「騒

音・振動」（10.8％）、「放射線」（11.7％）でした。 

 

② 環境に対する関心と行動にギャップがある 

環境への取り組みを尋ねる 36 の質問のうち、約半数にあたる 19 の質問に

おいて、「いつも取り組んでいる」の数値が５年前と比べて明らかに減少しま

した。 

ただし、令和元年度市政アンケート調査報告書の結果によると、「今後、重

点的に進めてほしいもの」として「緑化推進」は微増傾向、「循環型社会シス

テムづくり」は増加傾向が見られるため、環境に対する関心が大きく失われて

はいない現状も見えます。 
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◆市民アンケートの結果（「いつも取り組んでいる」と回答した比率が 2014年比

で減少した項目） 

 

質問項目 2019年 2014年

日常での省エネ 不要な照明は、こまめに消している。

72.4％ 77.5％

夏期は自宅や職場などで打ち水を行っている。 6.8% 15.6%

環境に配慮した商品

の選択

家電製品購入時は、省エネ性能を重視している。

46.2％ 55.2％

旬の食材や地場の食材などを選んで購入している。

（地産地消） 24.3％ 46.9％

移動手段について カーシェアリング（車の共同利用）やレンタサイ

クルを利用している。 5.7％ 7.3％

自動車の購入、買い替えの際に、低燃費車やハイ

ブリッド車、電気自動車、燃料電池車など環境配

慮型の車種を選択している。

18.6％ 38.4％

ごみの減量・リサイ

クル

過剰包装の辞退（レジ袋の辞退、贈答品の包装の

簡略化、ブックカバーの辞退など）をしている。 37.6％ 57.5％

食品トレーや牛乳パックの店頭回収に協力してい

る。 40.4％ 48.9％

家具や洋服などの交換・再利用を行っている。

14.9％ 19.7％

自然環境・生物多様

性への配慮

庭木、花、樹木などについて、自宅に緑を植栽す

るなど、自然環境に配慮している。 33.9％ 6.2％

水環境への配慮 自宅で雨水浸透や雨水再利用を行っている。

5.2％ 10.5％

環境学習 環境保全に関する団体やグループの活動に参加し

ている。 1.2％ 3.9％

住宅における省エ

ネ・創エネ

家庭用燃料電池や高効率の給湯器を導入している。

16.3％ 20.5％
太陽光発電設備を設置している。

3.9％ 4.6％
太陽熱温水器を設置している。

0.9％ 2.3％
ベランダや屋上・壁面（緑のカーテンを含む）を

緑化している。 16.8％ 21.5％
住宅の購入・リフォームの際に、低炭素建築物の

認定を受けるなど、省エネ性能を考慮している。 11.4％ 42.9％
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③ 世代によって取り組んでいる項目が大きく異なる 

例えば、「カーシェアリングやレンタサイクルを利用している」という質問

において、20代・30代は利用が見られますが、それ以降の年代では利用が少

なくなります。一方で、「マイボトル、マイバッグを活用している」という質

問においては、20代は相対的に活用が少ないですが、70代は相対的に活用が

多くなっています。このように、環境に対する取り組みは世代ごとに大きく異

なっています。 

 

④ 事業所は環境への取り組みとビジネスをリンクさせている 

多くの事業所は、「環境への取り組みの実施による経営的なメリット」（複数

回答）として、「生産性の向上や経費削減につながること」（51.3％）や「社会

貢献をすることにより、企業のイメージが高まること」（51.3％）と答えてお

り、環境への取り組みとビジネスをリンクさせています。そのような中で、事

業所の規模に関係なく多くの事業所がごみの発生抑制や分別、リサイクルとい

ったごみの分野において取り組んでいる一方、接道部緑化や太陽光発電システ

ムの導入等、ハード面の取り組みは全体として少なくなっています。また、既

に地域の環境保全に取り組んでいる事業者のうち、46.2％が行政と既に連携し

ている、もしくは今後連携したいという意向を示しています。 

◆「環境への取り組みの実施による経営的なメリット」（複数回答） 
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◆今後連携したい団体 
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(4) 【視点４】市を取り巻く社会環境の変化 

① 環境問題の総合的解決 

    平成 27（2015）年９月に、17のゴールと 169のターゲットから構成される

「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）が国連で採

択されました。また、平成 30（2018）年４月には、国が第五次環境基本計画

を策定しました。これらは社会・経済・環境を一体的に解決する視点が共通し

ており、環境問題を他の分野を巻き込みながら総合的に解決することの重要性

が強調されるようになってきています。 

② 地球温暖化対策の機運のさらなる高まり 

    平成 27（2015）年 12月に COP21で採択されたパリ協定では、今世紀後半

に人為的な理由による温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする目標が掲げら

れました。これを受けて、温室効果ガスについて、国は令和 32（2050）年度

までに平成 25（2013）年度比で 80％削減、都は同じ期限内に実質ゼロとする

目標を立てました。このように、地球温暖化対策の機運はさらに高まっていま

す。また、気候変動の緩和策の限界を背景に、国や都はそれぞれ平成 30（2018）

年度、令和元（2019）年度に気候変動の適応策に関する計画・方針を策定しま

した。 

③ 新しい環境問題としてのマイクロプラスチック問題 

    新しい環境問題としては、例えばマイクロプラスチックによる海洋汚染が挙

げられます。令和元（2019）年６月の G20 大阪サミットでは、共通の世界ビ

ジョンとして 2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロ

にすることを目指す大阪ブルー・オーシャン・ビジョンが共有されました。ま

た、令和２（2020）年７月から、日本全国でプラスチック製レジ袋が有料化さ

れます。このように、マイクロプラスチック問題に限らず、ライフスタイルの

変化や科学技術の進展に伴い、しばしば新しい環境問題が顕在化します。 

④ 新型コロナウイルスの蔓延 

    令和２（2020）年、動物から人へと感染を広げていったとも言われる新型コ

ロナウイルスの世界的な蔓延により、人々の暮らしは大きく変化しました。環

境との関連でいえば、工業の停滞や各種交通機関の運航中止のほか、多くの作

業員を要さず感染症に強いと言われる再生可能エネルギーの発電量増加等に

より、少なくとも一時的には温室効果ガスが世界的に大きく削減されることが

見込まれます。また、テレワークの普及により人々が自宅で過ごす時間が増え

ると住宅のエネルギー消費や家庭ごみ、住宅からの生活公害等の増加も予想さ

れます。  
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2. 武蔵野市の環境の特色・課題 

(1) 環境に関する客観的な数値は改善の傾向が見られる 

本市における二酸化炭素排出量、一人当たりごみ排出量、公害苦情受付件数は

いずれも減少し、また住宅への省エネ機器や雨水浸透施設の設置数は増加してい

ます。緑被率がほぼ横ばいであることを除いて、ほとんど全ての環境分野におい

て客観的な数値は改善しています。 

今後は、これまでの取り組みを継続的に実施するとともに、明確に改善が見ら

れなかった分野についてより一層の推進が必要となります。また、状況が数値に

表れにくい分野についても、定性的な評価をもって着実に推進する必要がありま

す。 

(2) 環境施策の軸となるリソースが充実している 

平成 29（2017）年に新しいごみ処理施設「武蔵野クリーンセンター」が本格

稼働しました。ごみの焼却による蒸気や電気を周囲の施設に供給する最先端の施

設で、ごみ分野とエネルギー分野を横断的に捉えることができる環境の拠点の一

つとなっています。また令和２（2020）年 11月には環境啓発施設「むさしのエ

コ re ゾート」が開館し、あらゆる環境分野を取り扱う全市民的な環境啓発施設

としての役割が期待されています。さらに、市民、事業者、市の一体的な取り組

みの成果として、本市には緑と水のネットワークが充実していることも本市の特

徴の一つです。 

これらのことから、本市は環境施策の軸となるリソースが充実していると言え、

今後はこれらを有効に活用しながら、分野を越えて事業を実施する必要がありま

す。 

(3) コンパクトで創造的な環境施策が求められる 

本市は、市域が小さいことや開発の余地が少ないこと、既に人口密度が高い上

に当面の間は人口増加が見込まれていること、台地上に立脚した平坦な地形とい

う立地条件であること等から、再生可能エネルギーを創り出したり、新しく緑環

境や水辺環境を構築したりすることには限界があり、これらは典型的な都市の特

徴と言えます。 

   このため、持続可能な都市を目指すために、本市の環境施策は既存の資源を活

用したり、資源の利用を節約したりする視点を持って、コンパクトで創造的な環

境施策を展開していく必要があります。 

(4) 総合的な視点での環境施策が求められる 

クリーンセンターがごみの焼却でエネルギーを生み出すのは、ごみ分野とエネ

ルギー分野がつながっている事例です。このように、別々に論じられることが多

い環境の分野がつながっていることもあり、一つの分野のみを捉える視点では課

題を解決できない場合があります。あるいは、ＳＤＧｓや国の第五次環境基本計

画は、経済、社会、環境の３つを不可分のものとして論じており、ここには環境 

分野と環境以外の分野を複合的に捉える考えも見て取れます。 

   このため、本市としても環境問題が複数の分野にまたがっていることを念頭に、

総合的な視点で環境施策を推進する必要があります。 

(5) 環境に関する取り組みが市民の間で多様化している 

本市には環境に関する活発な市民団体が多く、またアンケート結果においても
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環境に関する市民の関心が増加している傾向が見られます。その一方で、前回ア

ンケートと比較して市民の環境配慮の取り組みがやや後退していることも窺え

ます。また、ある年代ではよく取り組まれていることが、別の年代ではあまり取

り組まれていない等、世代間での取り組みの違いも見えます。これらのことを総

合的に考えると、環境に関する取り組みが、内容と程度において、市民の間で多

様化していると言えるかもしれません。 

   このため、環境問題が全市民的なアプローチで解決しなければならないことに

鑑み、市は多様な市民の関心やニーズ、ライフスタイル等を見極めながら、多く

の市民が関与できる仕組みや啓発を心がける必要があります。 

(6) 事業者と行政との連携にはまだ余地がある 

事業者は環境に関する取り組む主体の一つとして、重要な役割を担っています。

そのような中で、アンケート結果においては、既に地域の環境保全に取り組んで

いる事業者のうち、46.2％が行政と既に連携している、もしくは今後連携したい

という意向を示しています。一方で、グリーンパートナー制度や省エネルギー設

備等導入資金の融資あっせんといった事業者と行政が連携する仕組みの一部は、

十分に機能しているとは言い難いものもあります。 

   このため、市は事業者が環境に関する取り組みとビジネスを有機的にリンクで

きるよう意識しながら、両者の有効な連携の仕組みを整える必要があります。 

(7) ますます地球温暖化対策が重要になっている 

地球温暖化対策について、国際的にはより踏み込んだ内容のパリ協定の採択が

あり、これを受けて国や東京都も二酸化炭素排出量削減の数値目標を明確に示し

ています。また、平成 30（2018）年６月の気候変動適応法の成立等、緩和策だ

けでなく適応策に関する動きも加速しています。地球温暖化対策はこれまでも重

要でしたが、この潮流が一層加速していると言えます。また、この流れに呼応す

るように、本市の市民向けアンケートにおいても、市民の間で地球温暖化が最も

重要視されている状況が見られ、かつその割合は５年前から大きく増加していま

す。 

   このため、市は他の分野と連携する視点を持ちながら、より一層の地球温暖化

対策として、従来からの緩和策を強化するだけでなく、適応策もあわせて推進す

る必要があります。 

(8) 新型コロナウイルスにより新しい社会のあり方が定着しつつある 

   令和２（2020）年の新型コロナウイルスの拡大により、社会環境や人々のライ

フスタイルは大きく変化しました。今後、新型コロナウイルスに係る状況がどの

ように展開していくのかは予測できない部分が多いですが、少なくとも例えばテ

レワークの普及は新型コロナウイルスの蔓延が完全に終息したとしても、不可逆

な社会の変化として定着する可能性があります。テレワークの普及については、

土地利用の８割以上が住居系である本市からすれば無視できないインパクトを

持つ可能性があり、環境に関しては家庭でのエネルギー消費や家庭ごみの増加、

住宅を原因とする生活公害の増加等が想定されます。また、新型コロナウイルス

は動物から人へと感染を広げていったとも言われているため、人と動物の共生に

ついても新しいあり方が必要になるかもしれません。このため、市は新型コロナ

ウイルスに係る状況とそれに伴う社会の変化を注視しながら、新しい社会に即し

た環境施策を展開する必要があります。  
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第３章 武蔵野市の環境施策が目指すもの 
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1. 基本理念（案） 

⚫ （案１）つなげて、広げて、スマートシティの２歩目 

前計画で掲げた「スマートシティ」は短期で達成できないことから、引き

続き使っている。市民・事業者との連携、分野横断的な広い視野、先進性

の全国への伝播の意味を込めて、「つなげて」、「広げて」と表現している。 

⚫ （案２）しなやかに発展する 環境都市むさしの 

市民・事業者との連携・分野横断的視点・既存価値の活用等を「しなやか」

と表現した。「環境都市」は第六期長期計画の文言から。 

⚫ （案３）ゆるやかにつながる、共生 

価値観が多様化しているからこそ、お互いの良さを活かした連携が必要で

あり、それを「ゆるやかにつながる」と表現している。お互いが winとな

る関係性の構築を目指す。 

⚫ （案４）新しい価値を発掘し、人と自然の強みを活かす 

ごみ発電に見られるような、今まで不要としていたものの価値を発見する

ことに着目する。そのような中で、人にできること、自然にできること、

それぞれの特徴を活かそうとする。 

⚫ （案５）次の世代へ引き継ぐための「つづく地域」づくり 

SDGｓを踏まえながら「持続可能性」に着目し、次世代につなげる視点を

もって「つづく地域」と表現している。 
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2. 施策体系 
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基

本

理

念

環境方針１（地球温暖化・

エネルギー） 地球温暖化

に正面から対峙する「ゼロ

カーボンシティ」を目指し

ます

これからの家庭における効率的なエネルギー活用の推進

事業者のニーズに応じた支援・連携の推進

公共施設における先進的なエネルギー施策の推進

新しい地球温暖化対策の検討

地球温暖化の適応策の体系化と推進

環境方針２（廃棄物） ご

みの新しい価値を見出しな

がら、循環型社会を推進し

ます

一歩進んだごみの発生抑制の推進

ごみ・エネルギー施策の拠点であるクリーンセンターの活用

総合的な視点によるプラスチック対策の推進

新しいごみ問題の研究と対策の推進

環境方針３（自然環境）

武蔵野らしさを大切に、人

と自然が調和したまちをつ

くります

武蔵野市らしい生物多様性の向上

量・質ともに豊かな緑環境の保全・創出

水循環都市の構築の推進

農地・農業を軸とした環境のネットワークの推進

環境方針４（都市環境）

環境に優しい都市基盤のリ

ニューアルを推進します

環境に配慮した公共施設の建築、整備の推進

環境負荷の低い交通体系の構築

環境を切り口とした住宅施策の展開

まちと調和した景観、美観の向上

環境方針５（公害・災害）

安全で快適なまちづくりの

ために、公害・災害対策を

推進します

典型的な産業公害等への対応

生活公害に関する啓発の推進

人と生きものの共生社会の実現と、適切な距離の確保

環境問題に起因する災害への対応

全ての環境方針に共通する前提 

～あらゆる人を環境の当事者に～ 
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3. 全ての環境方針に共通する前提 ～あらゆる人を環境の当事

者に～ 

刻々と変化する環境問題に対応し、次世代に持続可能なまちを引き継ぐために

は、私たち一人ひとりが自らの問題として認識し、環境に配慮した行動を実践す

ることが必要不可欠です。このため、全ての環境方針に共通する前提として環境

啓発を位置づけ、あらゆる人が環境の当事者になるよう行動や意識の変容を促し

ます。 

 

環境啓発の５つの方向性 

① むさしのエコ reゾートを拠点とした環境啓発の推進 

令和２（2020）年 11月に、環境啓発施設むさしのエコ reゾートが開館しま

した。同施設は、地球温暖化をふまえて、ごみ、緑、水、生物多様性等、様々

な環境の分野について、全ての市民にわかりやすく啓発し、環境に配慮した行

動を広げることを通じて、より良いまちづくりを目指しています。今後は、各

部署にまたがる環境啓発事業を体系化した上で、同施設を拠点とした環境啓発

を推進します。 

② 環境啓発に関する総合的なネットワークの構築 

環境問題の解決には、市だけでなく、市民はもちろん、市民団体、事業者、

近隣自治体等、多様な主体が協力して取り組むことが重要です。したがって、

これまで環境分野ごとに連携してきた市民や市民団体、事業者、近隣自治体等

との関係を生かしながら、環境に関する総合的なネットワークを構築し、主体

がそれぞれに行う取り組みの支援を図るとともに、新たなつながりが新たな価

値を生みだす仕組みを検討します。 

③ 多様な価値観や関心に訴える学びの機会の創出 

人々の価値観の多様化を背景に、環境に関する市民向けアンケートにおいて、

取り組みが世代によって大きく異なることや、取り組む人と取り組んでいない

人が二極化していることが見て取れます。このことを踏まえ、市は地球規模の

環境問題と人々の身近な生活環境のリンクによって知的好奇心を喚起するこ

とを意識しながら、多様な市民の価値観や関心に訴えかける学びの機会を創出

します。 

④ 新しいテーマ、新しい視点の環境情報の発信 

例えば、マイクロプラスチックによる海洋汚染のように、人々の生活様式の

変化や環境に関する研究の進展等によって新しい環境問題が顕在化すること

があります。あるいは、Society 5.0が想定するような高度な情報技術の活用に

よるエネルギー需給予測やエネルギー地域間融通等は、科学技術の発展によっ

て生み出される環境問題の新しい解決方法と言えます。このように、次々と現

れる新しい環境のテーマについて、市は確実な情報収集を行いつつ、市民と共
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有していきます。また、とあるテーマを扱うにあたり、エネルギーやごみ、緑、

水といった一つの環境の分野の視点にとどまらないことはもちろん、子育てや

文化、教育、福祉、経済、生涯学習といった環境以外の分野の視点も取り入れ

る等、これまでにない切り口の環境情報を発信します。 

⑤ 環境マネジメントシステムを通じたさらなる市職員の意識の向上 

    市では、環境に関する事務事業を計画的、効率的に管理するために、平成 12

年から国際規格である ISO14001 に基づく環境マネジメントシステムを導入

し、そして平成 29年には市独自の環境マネジメントシステムに移行しました。

このことを通じて、市職員の価値観の定着やノウハウの蓄積が実現し、市の行

う多くの事務事業が環境に配慮したものとなっています。今後は、市独自の環

境マネジメントシステムへの移行から４年が経過したことを踏まえながら、事

務事業の遂行の観点だけでなく、市職員の環境に対する意識をさらに向上させ

る観点からもシステムを継続的に改善していきます。あわせて、本市の運用す

るシステムが事業者や他自治体の模範となり、環境配慮行動が広がっていくこ

とを期待して、システムの積極的な広報のあり方を検討します 
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4. 環境方針 

基本理念に基づき、分野ごとに５つの環境方針を設定します。 

 

(1) 環境方針１（地球温暖化・エネルギー） 地球温暖化に正面から対峙する「ゼ

ロカーボンシティ」を目指します 

地球温暖化が深刻さを増している中で、今後は温室効果ガスを抑制する「緩和

策」だけでなく、気候変動の中を生きていくための「適応策」も重要になります。

このため、市は強い危機感を持ちながら、「緩和策」と「適応策」の両輪につい

て着実に、創造的に地球温暖化対策を推進します。 

 

施策の方向性 

① これからの家庭における効率的なエネルギー活用の推進 

家庭におけるエネルギー消費量は市全体の約４割を占めています。ただし、

令和２年の新型コロナウイルス感染症の拡大の影響によりテレワークが社会

に浸透すると、家庭におけるエネルギー消費量が増加していく可能性がありま

す。このことを踏まえながら、住宅の省エネ機器等に対する既存の助成制度に

ついて、新技術や新製品に関する情報収集や市民ニーズの把握を行いながら、

さらに使いやすい制度に向けて定期的な改善を行います。また、排出係数の低

い電気事業者の選択が地球温暖化の解決につながることを周知しながら、市民

がクリーンな電気を購入することを促します。 

② 事業者のニーズに応じた支援・連携の推進 

商業地域のエネルギー消費量は市内全体の約４割を占めているため、対策の

役割は家庭と同じく大きいと言えます。しかし、市がこれまで運用してきたグ

リーンパートナー制度や環境改善整備利子補給制度といった事業者支援制度

は、事業者のニーズの変化とともに利用されにくくなっています。したがって、

きめ細かい事業者との連携を実現するために、市は業種や事業規模に応じた事

業経営の視点に立ちながら、既存の制度の抜本的な改善や新規制度の創設の検

討を行います。 

③ 公共施設における先進的なエネルギー施策の推進 

クリーンセンターのごみ発電を核として周辺公共施設や市立小・中学校とを

連携させるエネルギーの地産地消プロジェクトが、令和２（2020）年度に完結

しました。このことを一つのモデルケースに、公共施設の環境配慮基準を設定

した上で、エネルギーをスマートに創り、活用するための先進的な施設整備を

進め、あわせて施設同士のエネルギー連携も検討します。その際、これら公共

施設が民間施設の模範となるよう積極的に施設機能の周知を行ったり、学校施

設については子どもたちの環境学習と連携できる視点を取り入れたりする等、

施設を通じた環境啓発についても意識しながら整備を進めます。 

④ 新しい地球温暖化対策の検討 

市ではこれまでごみ発電や地中熱の活用、水素自動車の導入等、新しいエネ

ルギーを積極的に活用する事業を推進してきましたが、環境に関する技術は日
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進月歩です。今後も引き続き情報収集を行いながら、例えば吉祥寺駅前の賑わ

いを生かした振動発電等、地域特性を生かすことを意識して新しいエネルギー

の活用について検討します。あわせて、排出権取引やＰＰＳ切り替え、自己託

送等、間接的に温室効果ガスを削減する手法についても研究します。 

⑤ 地球温暖化の適応策の体系化と推進 

    様々な研究により地球温暖化の抑制には限界があると言われています。この

ような中で、温暖化を抑制する「緩和策」だけでなく、温暖化の中を豊かに生

きるための「適応策」に注目が集まっており、国や都でもこれに関する計画や

方針が策定されています。したがって、市においても、気候変動による災害や

気温上昇による働き方改革、農業のあり方の変更等、多岐にわたる適応策につ

いて体系化した上で、関連部署と連携しながら、地球温暖化の中を生きるため

の施策を総合的に推進します。 
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(2) 環境方針２（廃棄物） ごみの新しい価値を見出しながら、循環型社会を推

進します 

ごみ減量の取り組みは着実に実施されていますが、さらなる減量や新しいごみ

問題への対応等、課題も残されています。そのような中で、武蔵野クリーンセン

ターでは「ごみ発電」を行い、ごみの捉え方について新しい視点をもたらしまし

た。今後は、「ごみ発電」のようにごみの新しい価値を見出しながら、さらなる

ごみ減量を軸とする循環型社会を一層推進します。 

施策の方向性 

① 一歩進んだごみの発生抑制の推進 

本市における家庭ごみの排出は、着実に減少を続けているものの、依然とし

て削減目標である１人１日当たり 600ｇを超過しています。今後も本市は人口

増加が見込まれているため、市全体のごみ発生量を抑制するために、さらなる

抑制策が必要です。このため、ごみの埋立てに関する逼迫した状況を喚起しな

がら、従来からの３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）に関する取り組

みを引き続き推進するとともに、そもそも不要なものは作らない、買わないと

いう市民、事業者の意識を啓発する事業もあわせて推進します。 

② ごみ・エネルギー施策の拠点であるクリーンセンターの活用 

    平成 29（2017）年、新しいごみ処理施設として武蔵野クリーンセンターが

本格稼働しました。ごみの処理能力が高性能であることはもちろん、ごみの焼

却による蒸気や電気を周囲の施設に供給することもできる最先端の施設です。

引き続き適切なごみの処理を行うとともに、ごみをエネルギーという資源に変

換する同施設の機能を最大限に生かすために、新しいごみの分別・収集・処理

のあり方やさらなるエネルギーの地産地消について検討します。 

③ 総合的な視点によるプラスチック対策の推進 

    プラスチック製品による地球温暖化問題への悪影響や海洋汚染を背景に、令

和２（2020）年７月より、全国でプラスチック製レジ袋の有料化が開始されま

した。このようにプラスチック問題に関する機運が高まる中で、市はこの問題

がごみ問題だけでなく地球温暖化、自然環境保全、事業者の経済活動等とも関

連していることを念頭に置きながら、プラスチックに替わる素材の利用促進・

普及啓発、自主回収や発生抑制に関する事業者への働きかけ等、総合的な視点

をもってプラスチック対策を検討していきます。 

④ 新しいごみ問題の研究と対策の推進 

マイクロプラスチックや食品ロス、災害廃棄物処理等、人々のライフスタイ

ルや社会情勢等の変化等に伴い、新しいごみ問題が顕在化しています。これら

はいずれもごみの分野の視点のみでは解決が難しい問題で、行政の各部署が連

携することはもちろん、市民や事業者との連携も不可欠です。このため、市は

新しいごみ問題に関する情報収集を積極的に行いながら、様々な主体とともに

新しい施策の展開について研究し、対策を推進します。 
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(3) 環境方針３（自然環境） 武蔵野らしさを大切に、人と自然が調和したまち

をつくります 

緑や水といった自然環境は、生活にうるおいを与えるのはもちろん、生態系の

保全や防災、地域の活性化や歴史の継承等にも大きく寄与しています。このため、

広域的な視点を持ちながらも、武蔵野らしい自然環境とはどのようなものである

かを見極め、人と自然が調和したまちづくりを推進します。 

施策の方向性 

① 武蔵野市らしい生物多様性の向上 

平成 30（2018）年度、令和元（2019）年度に市内の生物生息状況調査を実

施し、生物多様性に関する市内の概況がわかりました。今後は、これをもとに、

生物多様性を考える上で広域的な視点が必要であることを踏まえながら、武蔵

野市らしい生物多様性がどのようなものかを見極め、その維持・向上のための

施策を関係課が連携して推進します。 

② 量・質ともに豊かな緑環境の保全・創出 

公園緑地の整備等により公有地の緑は増加していますが、民有地の緑は維持

管理の負担や相続による住宅化等により減少傾向にあります。このことを前提

に、市は公有地・民有地ともに緑を増やし、緑被率や緑視率を増加させること

はもちろん、緑が生物多様性や地球温暖化対策、防災、文化、教育等に資する

ことにも着目し、市民や事業者と連携しながら質の高い緑環境を保全・創出す

るための施策を推進します。あわせて、都市の生活が大気保全や雨水涵養の点

で多摩の森林に支えられていることに鑑み、広域的な視点で緑を支える取り組

みを進めます。 

③ 水循環都市の構築の推進 

    近年の都市部への人口集中、産業構造の変化、地球温暖化に伴う気候変動等

の様々な要因が水循環に変化を生じさせ、それに伴い、渇水、洪水、水質汚濁、

生態系への影響等、様々な問題が顕著となっています。このような状況で健全

な水循環を維持、回復するため、引き続き市民・事業者と協働により、雨水の

貯留・浸透施設の設置を推進し、昭和 20年代の水収支を目指すことを通じて、

身近な水辺の創出、湧水の復活、生物多様性の向上、ヒートアイランド現象の

緩和等、総合的な環境問題の解決につながる取り組みを進めます。あわせて、

限りある資源である地下水について、地盤沈下や地下水位の低下に留意しなが

ら、適切な揚水量の確保に努めます。 

④ 農地・農業を軸とした環境のネットワークの推進 

農地は緑環境の一つであり、同時に都市部の貴重なオープンスペースとして

の役割や災害時における役割、食育に資する役割等も期待されていますが、さ

らに農業という経済活動の拠点であるという特色があります。このことを踏ま

え、複合的な視点を持ちながら市は農地を保全するための各種施策を引き続き

推進し、緑環境の保全に努めます。あわせて、農産物を流通させるためのエネ

ルギー消費や農産物に係る食品ロスといった緑分野以外の環境の視点も取り

入れながら、農業の振興を図ります。 
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(4) 環境方針４（都市環境） 環境に優しい都市基盤のリニューアルを推進しま

す 

都市空間が魅力的なものであるための一つの要素として、良質な景観を創出す

ることはもちろん、エネルギーやごみ、緑や水等、様々な意味において環境に優

しいことが重要です。このため、道路や下水道等のインフラ、学校等の公共施設

が更新の時期を迎えていることも踏まえながら、都市基盤をさらに環境に優しい

ものへとリニューアルしていきます。 

 

施策の方向性 

① 環境に配慮した公共施設の建築、整備の推進 

    現在、多くの公共施設・都市基盤施設が更新時期を迎えています。このタイ

ミングにおいて、まず建築物については、公共施設の環境配慮が民間の建築物

に波及して持続可能なまちづくりにつながることを期待し、公共施設の環境配

慮基準を設定した上で、これに基づき施設整備を進めます。道路、上下水道管、

公園等の建築物以外の公共施設については、引き続き緑の確保や雨水の浸透と

いった視点を持ちながら整備を進め、あわせてグリーンインフラの整備につい

ても検討し、より一層の環境負荷の低減を図ります。 

② 環境負荷の低い交通体系の構築 

    自動車や自転車といった乗り物は、エネルギーや地球温暖化、大気汚染の領

域に関わるものです。また、道路については、街路樹や透水性舗装といった点

で、緑と水の領域に関わってきます。このように、都市基盤を支える交通体系

は環境と切り離して考えることはできません。このため、市は新型コロナウイ

ルスの影響による人々の移動のあり方の変化を念頭に、社会環境や交通需要等

をよく見極めながら、人も車も使いやすい道路空間の整備や自動車の渋滞緩和、

二酸化炭素を排出しない乗り物である自転車の走行・駐輪環境の整備、クリー

ンなエネルギーを使用する自動車・公共交通機関の普及啓発・利用促進、街路

樹の整備、透水性舗装の整備等の一連の交通体系を、総合的・複合的な視点を

もって構築します。 

③ 環境を切り口とした住宅施策の展開 

本市は住宅系の都市計画用途地域の指定が８割以上となっており、明確な住

宅都市としての性質があります。このため、環境に優しいまちづくりを推進し

ていく上で、住宅を環境の切り口で捉えた施策が必要となります。今後は、エ

ネルギー対策の観点から住宅に設置する省エネ設備の助成制度や、環境に負荷

を与えない住宅の廃棄物を抑制する観点から住宅の長期使用のための施策、景

観向上及び住宅ストックの活用の観点から空き住宅対策等、様々な環境の切り

口から住宅を捉えながら、関係部署や専門団体等と連携しながら各種施策を展

開します。 

④ まちと調和した景観、美観の向上 

住宅街・商業施設・寺社・文化施設・自然環境等が調和した景観は、本市の

魅力の一つになっています。そのような中で、大人も子どもも快適に過ごすこ

とができる質の高い景観づくりが求められており、さらにシビックプライドの

醸成においても景観の重要性が増しています。これら維持、向上のために、平

第

１

章

計画の基

本事項

第

２

章

市の現状

視点①

市の現状

視点②

市の現状

視点③

市の現状

視点④

市の特

色・課題

第

３

章

基本理念

施策体系

全ての環

境方針に

共通する

前提

方針①

地球温暖

化・エネ

ルギー

方針②

廃棄物

方針③

自然環境

方針④

都市環境

方針⑤

公害・災

害



34 

 

成 29（2017）年に策定された武蔵野市景観ガイドラインに基づき、既存の景

観資源や地域特性を生かしながら、まちと調和した景観形成を進めます。あわ

せて、屋外広告物の規制のあり方の検討や無電柱化のさらなる推進を図ります。

また、市民や事業者等と連携しながら、一斉清掃や路上喫煙・ポイ捨て対策等、

落書き対策のまちの美化に関する施策を引き続き推進します。  
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(5) 環境方針５（公害・災害） 安全で快適なまちづくりのために、公害・災害

対策を推進します 

まちの安全さや快適さは様々な要素から構成されていますが、その一つに良質

な環境があります。このため、市は高度経済成長期に顕在化した産業公害につい

てはもとより、近年増加している生活に起因する公害、いわゆる生活公害やペッ

ト等に関する対策、そして気候変動に伴う災害への対策を総合的な視点をもって

推進します。 

施策の方向性 

① 典型的な産業公害等への対応 

    市内には、公害の典型的な発生源としての事業所は少なく、事業活動におい

ても周辺に公害を発生させないことが定着しつつあります。そのようなことか

ら、近年市に寄せられる建設解体工事関連の騒音・振動や光化学スモッグの問

題等、典型７公害に関する相談は相対的に減少してきています。しかし今後と

も、これらの公害発生を防ぐため、法令に基づく事業所への指導・勧告等を継

続的に行います。あわせて、まちなかの臭気対策について、引き続き地域と連

携しながら、ビルピットの改修等の対策を進めます。 

② 生活公害に関する啓発の推進 

    近年、人々のライフスタイルや価値観の変化を背景に、住宅や店舗等からの

発生音、雑草の繁茂や樹木の越境、犬猫に関するトラブル等、典型７公害以外

のいわゆる生活公害の苦情・相談が多くなっています。さらに、新型コロナウ

イルスの感染拡大の影響でテレワークが普及し、人々が自宅で過ごす時間が増

えるようになると、住宅関連の生活公害も増える可能性があります。違法行為

を除き、生活公害の多くは当事者間での解決が原則で、また誰もが加害者にな

りうるという特徴があります。このことを念頭に、市は今後とも解決に向けて

当事者に適切な助言を行うことはもちろん、トラブルの発生を防ぐための啓発

を推進します。 

③ 人と生きものの共生社会の実現と、適切な距離の確保 

    ペットを持つことは人々の生活を豊かにしますが、しばしばペットに関する

トラブルが起きたり、社会におけるペットの位置づけが提起されたりすること

があります。このため、従来からの愛護動物に関する啓発や飼い主のいない猫

対策を継続的に実施するとともに、災害時のペット対策等、社会における愛護

動物のあり方についても検討課題とし、関係機関と協力して取り組みます。一

方で、ハクビシン、アライグマ、スズメバチ、蚊といった害獣・害虫と一般に

呼ばれる生きものは、人との共生が難しいことから適切な距離を保つ必要があ

ります。また、新型コロナウイルスは動物から人へ感染を広げていったとも言

われているため、害獣・害虫とみなされていない生きものについても、人との

距離を考える必要があるかもしれません。このため、人と動物の本質的な共生

のあり方を念頭に、今後も知見を有する関係機関と連携を図りながら、適切な

方法で捕獲、駆除等の対応を行うとともに、市民に注意喚起する啓発を行いま

す。 

④ 環境問題に起因する災害への対応 

    本市においては、環境問題に起因する災害として、地球温暖化を一因とする
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大型台風や集中豪雨等の風水害がとそれに伴う浸水被害が挙げられます。この

ため、環境施策を災害対策の視点からも捉え、公共施設への雨水貯留浸透施設

の設置や透水性舗装の整備、等の直接的な浸水対策はもちろん、防災的視点に

よる緑環境の保全、創出等を推進することはもちろん、や、ひいては大型台風

や集中豪雨集中豪雨の発生自体を抑制するための一助として各種地球温暖化

対策等、間接的な対策もあわせて推進し、総合的な視点で市民の生命、財産を

守ります。 
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